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本業務では、普天間飛行場跡地利用の円滑化に向けて、地権者

等関係者の合意形成を図るための人材・場・組織・仕組みづくり

等を目的とした取り組みを実施してきています。 

本書では、「昨年度までの取り組み成果」、「今年度実施したこ

と」、「今後の取り組み」の3つの内容についてご紹介します。 
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1. 昨年度までの取り組み成果 

普天間飛行場大規模駐留軍用地跡地の利用促進に向けては、2,800名を超える地権者はもと

より、跡地利用に大きく関わる市民の合意形成が最重要課題になるとの認識のもと、平成 13

年度に「関係地権者等意向把握全体計画（以下 全体計画）」を策定しました。 

平成 14年度以降は、「跡地利用及び周辺地域整備等に関する基本的な方針（跡地利用基本

方針）」に対する合意形成を当面の目標として、そのための年度ごとの目標を立て、様々な

取り組みを実施してきました。 

 

【合意形成活動の年度目標と取り組みの成果】 

年度 合意形成活動の目標 取り組みの成果 

H13 長期にわたる合意形成活動の指針となる全体計画の策定 

H14 

◆地権者・市民への情報提

供、意向把握や合意形成

を確実に進められるよ

うな基礎的環境（人材・

場・組織）づくり 

■全体計画の周知等を皮切りに、地権者の跡地利用に対する

意向醸成のための活動をスタートさせた。 

■若い世代のまちづくりへの参画や若手検討組織の立ち上

げ、人材育成に向けた第一歩として、「若手地権者等懇談会

の開催」、「まちづくり学習の準備」を行った。 

■地権者懇談会により、跡地利用への思いや合意形成活動を進

める上での意向が把握された。 

H15 

◆地権者意向の重点的な

把握による、跡地利用基

本方針等の計画策定に

向けた下地づくり 

■地権者意向調査により、多数の地権者意向が把握された。

（回収率70％） 

○土地活用や位置に関する意向 
○合意形成活動に対する意向等 
■「若手地権者懇談会」については、定例的な活動の基礎が

つくられた。 

■各種調査事業の状況報告等を通じて、地権者の不安の解消に

努めた。 

H16 

◆市全体のまちづくり方

針からみた跡地の役割

等の周知と、跡地利用に

対する要望・意見の収集 

◆跡地利用基本方針素案

等に係る地権者の意向

集約を図るための環境

づくり 

■懇談会、情報誌等を通じて、地権者・市民に対し、市全体

の将来像や、跡地の位置づけ等の周知が図られた。 

■「若手地権者懇談会」から「普天間飛行場の跡地を考える

若手の会」へ改名し、機能強化及び位置づけの明確化が図

られた。また、地権者意向を集約した「普天間飛行場跡地利

用への私たちの考え」をとりまとめた。 

■跡地利用基本方針素案等に対する地権者の意向集約、意向反

映の仕組みが確立された。 

H17 

◆跡地利用基本方針(案)

の地権者等への周知と

意向集約 

◆次の段階を見据えた持

続的な意向醸成のため

の環境整備 

■跡地利用基本方針策定に係る指針、基本方針(案)の段階にお

いて、多様な手法を通じて情報提供、意向把握を行った。 

■「跡地利用基本方針(案)を踏まえた若手の会の意見」がまと

められ、基本方針へ反映された。 

■平成13年度以降の合意形成活動の評価・検証を行い、次の

ステップを見据えた活動の方向性を明確にした。 
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２. 今年度実施したこと 

２－１ 今年度業務にあたっての考え方 

普天間飛行場跡地利用については、平成18年2月に市と県が共同で「普天間飛行場

跡地利用基本方針」を策定し、今年度から具体的な跡地利用計画策定に向けた各種調査

がスタートしたところです。 

跡地利用計画策定に向けては、基本方針に示された「周辺市街地整備との連携」や「都

市拠点形成」といった観点から、地権者はもとより、市民等も含めた協働体制づくりが

不可欠であり、以下の目標のもと、引き続き合意形成活動に取り組むこととしました。 

【今後の合意形成活動の目標】 

◆目標①：跡地利用に係る実質的な議論、意見集約の場としての地権者組織の強化と、

地権者個々の意向をきめ細かく把握できる体制づくり 

◆目標②：地域が一体となった、協働による跡地利用計画策定のための地権者・市民等

のネットワークづくり 

◆目標③：地権者・市民等の跡地利用への関心を持続させ、跡地利用への理解をより一

層深めるための継続的な取り組みの実施 
 

このような目標を踏まえ、今年度は以下の考え方に基づき各取り組みを実施しました。 

【今年度業務実施にあたっての考え方】 

①これまでの継続性を重視しつつ、地権者組織の強化や跡地利用に関わる各種情報

提供等の継続すべき取り組みを、跡地利用計画策定を見据えたより充実したもの

として実施する。（上記目標の①、③に対応） 

②地権者・市民等の協働による跡地利用計画策定に向けた準備として、市民側の検

討体制を整備するとともに、地権者・市民等が跡地利用を題材に共通のテーブル

で交流し、議論できる場を設置することにより、『地域連携に基づく合意形成の

第一歩』を踏み出す。（上記目標の②に対応） 

 

（今年度の主な取り組み） 

・普天間飛行場の跡地を考える若手の会 

・普天間飛行場跡地利用対策部会 

・地権者懇談会 

・地権者等を対象とした講演会 

・市内中学校におけるまちづくり学習の取り組み 

・各種団体勉強会 

・普天間飛行場跡地利用に関わる市民合同勉強会（ねたてのまちベースミーティング） 

・地権者・市民合同勉強会 

・その他情報提供等の取り組み 

次頁以降では、各取り組みの概要をご紹介します。 
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２－２ 各取り組みの概要 

 

（１）普天間飛行場の跡地を考える若手の会 

①若手の会の概要 

発足の経緯 
普天間飛行場のまちづくりを成功させるためには、若い世代が主体的

に考え、行動していくことが重要であるといった地主会等からの要

請・期待を受け、平成14年度に発足した会です。 

構成メンバー 
普天間飛行場に該当する13字からの代表33名により構成されてい

ます。（会長：大川正彦（野嵩） 副会長：天久眞一（大謝名）、呉屋

力（喜友名）） 

活動日時 
毎月第2火曜日の午後7時30分から2時間程度を基本に、市民会

館等で活動しています。 

活動内容 

発足以降、他地域の事例調査や普天間飛行場跡地利用に関連する各種

調査等の勉強会、その成果を踏まえた議論等とともに、若手検討組織

としての更なる活性化と、地権者側の提言組織としての発展を目指し

て、活動を行っています。 

 

②今年度の取り組み 

今年度の若手の会は、 

1）地権者合意形成の中心的な役割を担えるよう、活動の輪の拡大（会員の増強）

を図り、会を活性化させる。 

2）跡地利用計画段階の議論に備え、先進地視察研修会等の積極的実施により、ま

ちづくりに関する情報収集・事例研究を行い、若手の会における議論の幅、内

容の進化を図り、そのことによる企画提案力の向上を目指す。 

ことをテーマとして、次頁のとおり取り組みを実施しました。 
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【今年度の取り組み内容】 

開催月日 主な内容 

1 
H18.4.11 

（火） 
○若手の会の人数を増やし、活動の輪を広げていくための方策検討 

2 
H18.5.9 

（火） 
○地主会役員との交流会（活動報告とメンバー増強のための方策検討） 

3 
H18.6.11 

（日） 
○会員の親睦を深めるため、伊佐公民館でレクリエーションを実施 

4 
H18.7.11 

（火） 

○跡地利用基本方針についての勉強会 

○宜野湾はごろも祭りでのPR内容の検討 

5 
H18.8.1 

（火） 
○宜野湾はごろも祭りでのPR活動に向けた準備 

6 
H18.9.12 

（火） 

○自然環境調査についての勉強会 
○国営沖縄記念公園視察会の事前勉強 

7 
H18.9.23 

（土） 
○国営沖縄記念公園の視察会 

8 
H18.10.10 

（火） 
○国営沖縄記念公園の視察会のとりまとめ(1) 

9 
H18.11.14 

（火） 

○国営沖縄記念公園の視察会のとりまとめ(2) 
○県外視察研修会（国営昭和記念公園、多摩ニュータウン）の事前勉強 

10 
H18.11.23(木)

～25（土） 
○県外視察研修会（国営昭和記念公園、多摩ニュータウン） 

11 
H18.12.12 

（火） 
○県外視察研修会のとりまとめ 

12 
H19.1.16 

（火） 
○視察成果を踏まえ、(仮)普天間公園整備についての検討を実施(1) 

13 
H19.2.13 

（火） 
○視察成果を踏まえ、(仮)普天間公園整備についての検討を実施(2) 

14 
H19.3.13 

（火） 
○次年度の検討テーマについて 
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③活動の成果 

1）会員の増強に関する成果 

若手の会では、地主会役員等との連携や活動ＰＲの成果として、以下のとおり、

会員数及び1回あたり参加者数の増加が図られています。 

【若手の会参加者数の推移】 

年度 １回あたり平均参加者数 会員数 備 考 

平成14年度  6.5 人 13 名 若手地権者懇談会 

平成 15年度  11.2 人 26 名 若手地権者懇談会 

平成 16年度  7.5 人 26 名  

平成 17年度  9.3 人 23 名  

会員増強前 9.0 人 23 名 ～6月 
平成 18年度 

会員増強後 14.0 人 33 名 7月～ 

 

２）先進地視察会に関する成果 

前述のとおり、今年度の若手の会では、議論の幅、内容の進化を図り、提言組織

としての発展を目指した取り組みとして、県内（国営沖縄記念公園）、県外（国営昭

和記念公園、多摩ニュータウン）の視察会を実施しました。 

視察会の概要及び若手の会におけるとりまとめの成果は、以下に示すとおりです。 

 

A）県内視察研修会（国営沖縄記念公園） 

日時：平成18年9月23日（土） 

目的：普天間飛行場跡地利用基本方針では、大規模な(仮)普天間公園の整備が位置

づけられており、その規模について、県の広域緑地計画では、100ha 規模

のものとして計画されています。本視察会は、県内における大規模公園（国

営沖縄記念公園の開設面積は約71.6ha、都市計画決定面積は約77ha）を

体感するとともに、(仮)普天間公園整備に関わる議論に先駆け、「国営公園

としての整備の経緯」や「周辺地域への影響、経済効果」、「公園管理の実態」

等を把握するために実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視察会後の第8回若手の会においては、「今後の（仮）普天間公園の検討に向けた

若手の会からの6つの意見」として、次頁の内容をとりまとめました。 
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B）県外視察研修会（国営昭和記念公園、多摩ニュータウン） 

日時：平成18年11月 23日（木）～25日（土） 

目的：基本方針に基づく跡地利用計画策定の段階では、これまでの合意形成活動

の成果から見ても、「広域都市基盤としての(仮)普天間公園」、「段階的な計

画づくり」についての合意形成を図っていくことがポイントになると考え

られます。そのため、本視察研修会では、県外における大規模公園として

「国営昭和記念公園」、大規模な地区において段階的なまちづくりが行われ

た「多摩ニュータウン」を対象として、主に下記事項を把握することを目

的として実施しました。 

【国営昭和記念公園】 ・まちづくりの中での大規模公園の活用のされ方 
・大規模公園としての整備内容と整備効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【多摩ニュータウン】 ・大規模地区におけるまちづくりの進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪若手の会における視察成果のとりまとめ≫ 

視察後の第11回若手の会では、3つのグループに分かれて、視察会を踏まえた感

想及び普天間飛行場跡地利用の際の「大規模公園整備のあり方」、「大規模な地区に

おけるまちづくりの進め方」についてのとりまとめを行い、その内容を集約し、若

手の会全体としてとりまとめたものがP11、13に示す内容です。 

なお、とりまとめの中で、普天間飛行場跡地利用の中で計画されている 100ha

規模の大規模公園について「100ha 規模は大きすぎない」、「本当に100ha 必要な

のか」という異なる意見があげられたため、第12回、13回若手の会において、こ

のことに特化した議論を行い、現時点での若手の会としての考えを整理しました。 
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（仮）普天間公園の規模について 

 

【（仮）普天間公園における役割を考えてみると…】 

 

●普天間飛行場の跡地だけでなく、宜野湾市全体で見たときのシンボルとし

ていく必要がある。 

●広域的な防災拠点としての役割がある。 

●面的に広がっている大きな水盆や基地内の緑を守る役割がある。 

●今は那覇市や北谷町などに素通りされてしまっている状況であるため、(仮)

普天間公園を宜野湾市にアクセスさせるための目玉としていく必要がある。 

●また、人が集まることにより公園周辺の商店街等の発展も期待される。 

 

 

【（仮）普天間公園の規模は…】 

 

●上記のような役割や、沖縄県広域緑地計画の目標としてある「将来市

街地面積の 30％以上にあたる緑地を確保する」といったことを踏ま

えると、魅力的な公園をつくる上で必然的に 100ha 程度は必要にな

ってくる。 

 

 

【整備にあたっては…】 

 

●100ha 規模の公園を整備し、継続的に管理していくためには、国営公園

としていくことが必要である。 

●公園の具体的な位置や機能については、既存の緑や水盆、文化財の分布や、

樹木を植える際に考慮すべき土質の状況、接収前の集落の分布状況等を考

慮し、決定していく必要がある。 
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３）次年度の検討テーマについて 

今年度の若手の会では、先進地事例調査を行いながら、大規模公園整備や大規模

地区におけるまちづくりの進め方についての議論を行いましたが、これら一つをと

っても、引き続き議論すべき事項はたくさんあり、跡地利用計画への反映を目指し

て取り組んでいくことが必要となります。また、普天間飛行場跡地利用計画策定基

礎調査では、跡地利用計画策定までの具体的な取り組みの内容・手順・役割分担等

を明らかにした行動計画が策定されようとしており、その検討にあたっては、下記

10の分野での意見交換会等が実施されています。この10の分野は、今後の若手

の会の検討テーマとも関連性を持たせていくことが必要となります。 

①振興拠点   ②住宅地   ③公園・環境   ④都市拠点   ⑤交通 

⑥供給処理   ⑦文化財・自然環境   ⑧周辺市街地   ⑨跡地整備 

⑩合意形成 

 

こうしたことを踏まえた上で、若手の会会員を対象に、次年度検討したいテーマ

についてのアンケートを実施したところ以下のような結果となり、次年度は「交通」、

「公園・環境」についての勉強会を行い、その成果をもとにとりまとめを行ってい

くこととなりました。 

 

【次年度の検討テーマについてのアンケート結果】 

番号 検討テーマ 検討の内容として考えられること 回答数 

１ 住宅地 
住宅地の配置、理想の住宅地像、景観、宅地の

規模 … 
3 

２ 公園・環境 
規模、形状、位置、土地の確保策、公園の使い

方、整備コンセプト … 
9 

３ 都市拠点 拠点の位置、導入機能、拠点のつくり方 … 6 

４ 交通 
軌道系交通のあり方、モノレールの延伸につい

て、跡地内の交通体系のあり方 … 
15 

５ 文化財・自然環境 文化財・自然環境の残し方 … 3 

６ 跡地整備 

段階的整備、戦略的整備（収益をあげられる都

市拠点から整備する、地権者等の居住地から整

備する等）… 

6 

７ その他  0 
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④若手の会による地区別交流会の実施 

今年度の若手の会では、前述のとおり先進地視察会の成果を踏まえたとりまとめを中

心に活動を実施しました。 

一方で、今後の跡地利用計画策定において地権者としての意向を反映していく上では、

地域の特性に応じた議論と意見集約が必要になると考えられ、若手の会定例会とは別に

地域で意見交換を行い、その意見をもとにして若手の会で議論をしていけるような仕組

みが必要となります。 

また、若い世代の跡地利用への関心を高め、若手の会の活動の幅を広げていくことも

今後の合意形成においては重要となります。 

そのため、今年度においては、今後各地域で意見交換を行っていく上での取り組みと

して、若手の会が中心となって地域での呼びかけを行い、以下のとおり地区別の交流会

を実施しました。 

 

1）地区別交流会に向けた準備会（１回） 

平成19年 2月 6日（火）に、若手の会3役が中心となり、地区別交流会を行っ

ていくための方法等について議論し、まずは若手の会に積極的に参加しているメンバ

ーを複数有する野嵩、喜友名、大山地区を対象に交流会を行うこととなりました。 

また、今年度会員増加が図られたものの、参加状況が良くない新城地区において、

これまでの活動経緯や今後の活動についての理解を深めてもらうための個別勉強会

を実施することとなりました。 

 

2）地区別交流会（４回） 

地区別交流会は、喜友名、新城、野嵩、大山の4地区において実施し、若手の会

メンバーが中心となり、以下の内容について報告を行いました。 

・若手の会組織概要の報告 

・若手の会活動年表によるこれまでの活動経過の報告 

・今後、跡地利用計画策定にあたり、地域で意見交換を行う場面が出てくることが

考えられ、その際に若手の会からの呼びかけに応じて集まってもらうことの周知 

 

 

上記報告を行った結果、全ての地区において、今後若手の会からの呼びかけ

に応じて、地域での意見交換の際に集まってもらうことについての理解が得ら

れました。 
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（２）普天間飛行場跡地利用対策部会 

普天間飛行場跡地利用対策部会（地主会内部組織）は、各支部代表者から構成され

る組織であり、跡地利用に係る実質的な議論・意見集約の場として積極的に活動して

いくことが期待されます。 

そのため、跡地利用に関する行政側からの情報や、若手の会の活動状況等の情報を

確実に提供し、活動促進を図るため、今年度業務の中で以下のとおり2回の参加・協

力を行いました。 

 

①第1回実施概要 

日時：平成18年 10月2日（月） 14：00～16：30 

場所：ＪＡおきなわ宜野湾支店会館2階ホール 

内容：（１）普天間飛行場跡地利用基本方針についての説明 

（２）今年度の調査事業についての説明 

（３）若手の会のメンバー変更についての報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②第 2回実施概要 

日時：平成19年 1月 24日（水） 19：00～21：30 

場所：ＪＡおきなわ宜野湾支店会館3階ホール 

内容：（１）若手の会による先進地視察会の報告 
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（３）地権者懇談会 

地権者懇談会は、行政と地権者の直接的な対話の場を確保し、跡地利用に関わる情

報提供や意見交換を行うことを目的として、以下のとおり実施しました。 

 

①地権者懇談会実施概要 

【懇談会の内容】 

1.普天間飛行場跡地利用基本方針について 

2.普天間飛行場跡地利用に関わる調査事業の概要について 

①関係地権者等の意向醸成・活動推進調査 

②普天間飛行場跡地利用計画策定基礎調査 

③宜野湾市自然環境調査 

④埋蔵文化財調査 

⑤その他 

3.質疑応答・意見交換 

【参加者数等の状況】 

開催月日 会場 対象地区 参加者数 

10/30（月） 
ＪＡおきなわ宜野湾

支店会館2階ホール 
喜友名、野嵩、新城 16名 

10/31（火） 真志喜公民館 大謝名、真志喜 7 名 

11/1（水） 中原公民館 中原、赤道、上原 11名 

11/4（土） 
ＪＡおきなわ宜野湾

支店会館2階ホール 
全地区 40 名 

11/6（月） 19 区公民館 神山 22 名 

11/7（火） 新大山公民館 大山、伊佐 10名 

11/8（水） 宜野湾公民館 宜野湾、佐真下 26名 

合 計 132 名 

各回19：00～21：00にかけて実施。（11/4（土）のみ14：00～16：00） 
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②懇談会であげられた意見の要旨 
 

1）文化財調査に関する意見 

◆文化財が出ることによって開発が遅れると地主に大きな損失を与えると思う。返還さ

れないとエプロン部分等の調査ができないとのことだが、それによりどの程度調査が

遅れるのか。文化財が大切なことは分かるが、地権者の開発にも大きく影響すること

となる。 

◆滑走路やエプロン等の調査ができない部分を除く 80％以上で調査が進んでいると

いうことですばらしいと思うが、北谷では返還後数年たった今でも文化財問題が残っ

ている。恩納村では、地料が入らず、跡地利用の計画もない状況である。国を動かし、

ノウハウを活用していかないと跡地利用は厳しいと思うので、国を動かしながら取り

組んでほしい。 

◆文化財は残すのか、埋めるのか。文化財があった場合宅地利用ができるのか。 

◆文化財は、文化財として認定するかどうかの明確な基準、あるいは国や県に文化財と

して申請する方法を確立してもらいたい。ただ感情でやってしまうと普天間飛行場す

べてが文化財となり、まったく開発ができない状況となってしまい、自分の土地であ

りながら自分の土地でないという現在のような状態になる恐れがあるので検討して

もらいたい。先ほど文化財として決定するには地域の人と一緒に考えていくという話

があったが、これはもっともなことでありがたい。 

2）(仮)普天間公園に関する意見 

◆普天間飛行場の下は地下水が豊富であり、鍾乳洞が数多くあるようだが、このような

今の地形を利用した国営公園化ができないか。 

◆跡地に公園をつくり、魅力あるものとするためには、観光客を呼び寄せる目玉となる

ような施設が必要であると思う。 

◆本部町に海洋博公園ができ、公園の中だけは発展しているが周辺にまで波及しておら

ず、地価だけ高くなっている。大型公園をつくることは、大きな土地を持つ地主には

良いかもしれないが、おそらく公園のそばの土地が良いという地主は少ないと思う。

市が管理している公園を見ても、ゴミだらけで、夕方になると不良の溜まり場になっ

たりしている状況であるのに、大型公園ができれば良い所になるというイメージは間

違っていると思う。 

◆昔は字宜野湾に人口が多くいて、様々な公共施設もあったが、今回計画している大き

な公園をなぜ普天間公園と言うのか。宜野湾公園と言わないのが疑問である。 

3）宜野湾市全体の振興に関する意見 

◆県庁を誘致する、2千～3千人が働ける企業を内地から誘致するといったことがあれ

ばよいが、簡単にはいかないと思う。 

◆50億円もの軍用地料がなくなると、その分税金が入らなくなり役所も大変困ると思

うので、どうしたら宜野湾市が発展するのかをみんなが真剣に考えて行く必要がある。

50億円の収入がなくても困らないぐらいの施設づくりを第一に考えてもらいたい。 
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4）事業主体に関する意見 

◆例えば国道が通ったり国営公園をつくったりする際、その土地の買い上げなどは国で

やることになるのか。 

◆481ha という広大な規模の開発となると県ではできないと思うが、国でやってくれ

ないとなった場合どう対処しようと考えているのか。 

 

5）返還や跡地利用の時期に関する意見 

◆いつ返還されるという時期が示されておらず、地料を受けている身としては、返還に

対する不安がある。大きく土地を持っている人はよいかもしれないが、小規模地主

は特に不安である。 

◆返還後2,800 名の地権者の土地が返ってくるまで何十年先を計画しているのか。ま

た、何年で開発が完了するといった目処を立てているのか。天久では 20 年近くも

かかっており、このことが地主にとって一番心配なことだと思う。 

◆基本方針の内容はすばらしいと思うが、工事をするのには何年かかり、その間の地権

者の補償はどうなるのか。 

◆軍用地が返還された後、那覇新都心や北谷では開発にかなり時間がかかっており、そ

のことが不安である。土地利用についても、現在ではまだ決めていないとのことで

あるが、何年後ぐらいに計画をして使用できるようになるのかが参加していて一番

気になるところである。 

 

6）農業に関する意見 

◆農業希望者もいると思うが中部地区には水がない。都市計画をして人を呼んで莫大な

水を使っていくと思うが、その水をどのように確保するのか。 

◆返還後に農業をしたいという人がいれば、その人たちが優先的に農業ができる地域を

確保しなければいけないと思う。また、農業希望者の取り扱いを市の農業委員会で

検討して地権者に提言してほしい。宜野湾市には、沖縄県内でも少ない田いもの生

産地があり、今いろいろな意味で大山の生産地域が脚光を浴びてきているので、今

後どのように取り扱っていくのかについて整理してほしい。 

 

7）軌道系交通に関する意見 

◆都市間や生産拠点間を結ぶ交通機関の整備とあったが、沖縄は時間的損失が大きく、

非常に重要で夢のある話であるため、ぜひ実現して欲しい。 

◆軌道系交通はどの位の意気込みで基本方針に謳っているのか。 

8）雨水排水に関する意見 

◆喜友名から大山の地域にかけて、大雨時の水の流れが気になるが、対策等についてど

のように考えているのか。 
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9）幹線道路に関する意見 

◆中部縦貫道路、宜野湾横断道路はどのあたりを通るのか。 

 

10）公共施設整備に関する意見 

◆公共施設については、市民が施設を本当に活用できるのかについて検討してもらいたい。

また、返還後都市的な開発をすれば、学校・ごみ処理施設等の様々な施設が必要になっ

てくるが、これをどこに配置するかということも、今後の計画の中でしっかり地権者の

意見を聞いてもらいたい。 

◆公共施設をつくるといって買い取った場所は、もしつくらなかったら買い取り特約を

つけるというような契約の条項を検討願いたい。 

 

11）個々の土地活用等に関する意見 

◆基本方針では、総論のみであり各論が見えてこない。もし住宅地域で土地を使いたい

となった場合、今もっている土地の何%が使えるようになるのか。 

 

12）軍用地の固定資産税に関する意見 

◆軍用地の固定資産評価額が上昇気味にあるようだが、現状では抑えておいた方がよい

と思う。また、軍用地の評価は民間更地の三分の一くらいであるが、これが全体的

に上がっていると新聞報道等で見たことがあるが実際はどうなのか。 

 

13）普天間飛行場の跡地を考える若手の会に関する意見 

◆若手の会が定期的に議論しているとのことだが、若手の会の意見が地権者全体の意見

ということになるのか。 

◆若手の会のみでなく、下々の声なき声を聞くことを考える必要があると思う。 

 

14）地権者アンケートに関する意見 

◆県がアンケート調査を無記名で行うとのことだが、個人情報の取り扱いは十分気を配

ってもらいたい。 

 

15）地権者懇談会への参加状況に関する意見 

◆懇談会に参加する人は決まっている。跡地利用について浸透させるためには、多くの

人が懇談会などに参加することが必要であり、担当課と地主会が一体となって、せめ

て50%ぐらいは参加するようになるよう要望する。 
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（４）地権者等を対象とした講演会 

本講演会は、沖縄振興特別措置法制定に深く関わり、現在は市長としてまちづくり

に携われている樋渡啓祐氏を講師として招聘し、講話をいただくことにより、今後の

普天間飛行場跡地利用を地権者・市民・行政が一緒になって考えていく上での契機と

することを目的に実施しました。 
 
【講演者のプロフィール】 
氏  名 樋渡啓祐（ひわたし・けいすけ） 

生年月日 昭和44年（1969年）11月 18日 

経  歴 昭和57年 朝日小学校卒業  

昭和 60年 武雄中学校卒業  

昭和 63年 武雄高校卒業  

平成 5年 東京大学経済学部卒業  

同年    総務庁人事局（現総務省）入庁  

平成 6年 総務庁長官官房総務課  

平成 8年 沖縄開発庁振興局調整係長  

平成 9年 内閣官房（中央省庁再編基本法準備室）主査（外務省等担当）  

平成 10年 内閣中央省庁等改革推進本部事務局主査（総括班）  

平成 12年 内閣府（沖縄新法準備室）参事官補佐  

平成 14年 総務省大臣官房管理室（公益法人改革担当）参事官補佐  

平成 15年 高槻市市長公室長（総務省から出向）  

平成 17年 総務省大臣官房秘書課課長補佐（総務省を退職）  

平成 18年 武雄市長（現在に至る）  

 
 
①講演会実施概要 
日時：平成19年 1月 27日（土）午後2時～3時30分 

会場：ＪＡおきなわ宜野湾支店会館2Fホール 

講演テーマ：「沖縄振興特別措置法制定の経緯と、市町村におけるこれからのまちづく

り戦略」 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24 

②講演内容の要旨 
講演会では、佐賀県武雄市におけるまちづくりの取り組みや、普天間飛行場跡地利用

に向けた考えなど、以下のような内容の話をしていただきました。 

 

【佐賀県武雄市では】 

◆今武雄の多くの市民がまちづくりに燃えているが、それには次の世代に良いまちを

残そうという一つの共通した目的がある。今の自分たちは犠牲になってもいいから

子どもたち、次のお孫さんたちの笑顔が見たいという事で一生懸命取り組んでいる。 

◆また、様々な機会を捉えて、まちづくりを進める上での一体感を出すような仕掛け

を行っている。「佐賀のがばいばあちゃん」のロケ地誘致にあたっては、市長も市議

会議員も市役所も銀行も全部黄色のＴシャツを着て一体感を生み出した。まちづく

りを成功させるためには、まちを挙げて協力をしてもらうことが大切である。 

◆これからの武雄のまちづくりで考えていることは以下の5点である。 

・国や県に頼らなくても済むような財政運営をやるために自立する。 

・リーダーに従い一致団結する。 

・自分たちに何が出来るか、市のために何が出来るかを考え、議論する。 

・もてなしをキーワードとしたまちづくりをする。 

・外から来てもらった人たちをもてなすのだという気持ちを持って、市民全体が来

訪者をもてなすホテルとなり、このことにより生き残りをかける。 

 

 

【普天間飛行場の跡地利用では】 

◆通常まちづくりを考える時には、4ヘクタールから8ヘクタールを一つのベースと

して考えるものである。例えば20ヘクタールある場合には、大体4ヘクタールに

分割して話を進めていくというのが基本的なパターンである。普天間飛行場には

13 の字があり、この字には歴史的なつながりがあるはずであるため、この区分で

まちづくりを考えるのも一つの考え方だと思う。 

◆跡地利用の規模に関わらず、成功する原因は2つあると思う。一つは普天間飛行場

の跡地を整備するといった時に、ある一人の顔（大将）を思い浮かべられるかどう

か、もう一つは13字ごとの小大将がいるかどうかである。大きい字は更に分割し

て、小小大将がいるといったような形で、ある程度ピラミッド型にしておかないと

うまくいかないと思う。 

◆最後に大将がこのテーマはこの方向性で行こうと言った時は、みんながそれに従う

ことが上手くいく秘訣である。 

◆開発の早い所、遅い所があるというのはしかたがなく、早い所を早くやって、その

早い所が遅い所を引っ張れるような思考回路も大事である。 

◆普天間飛行場の跡地利用は、基本的な考え方の上にどんどん肉付けをしていかなく

てはいけない時期にきており、その際には絵を描くべきだと思う。公園一つをとっ

ても、文字で書くと百者百様の取り方があるが、絵を書くとイメージが共通のもの

となる。そのため、絵をとにかく描いて合意形成を追求していく時期だと思う。 
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（５）市内中学校におけるまちづくり学習の取り組み 

若い世代に跡地利用への関心を持ってもらうことを目的としてスタートしたまちづく

り学習の取り組みは、平成17年度に嘉数中学校、真志喜中学校1年生を対象に実施し、

宜野湾市の概要や歴史、自然環境、基地についての情報を提供しました。 

今年度は、市内全中学校でのまちづくり学習の実施を目指し、宜野湾中学校、普天

間中学校において同様の取り組みを実施しました。 

 

①宜野湾中学校におけるまちづくり学習会実施概要 

日 時：平成19年1月16日（火）午後3：00～4：00 

会 場：宜野湾中学校体育館 

対 象：宜野湾中学校1年生 

テーマ：みんなで考えよう 普天間飛行場跡地のまちづくり（30分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②普天間中学校におけるまちづくり学習会実施概要 

日 時：平成19年2月15日（木）午後2：25～4：15 

会 場：普天間中学校体育館 

対 象：普天間中学校1年生 

テーマ： 

1.宜野湾市の基礎的事項（宜野湾市の豆知識）（15分） 

2.宜野湾市の歴史・文化（20分） 

3.宜野湾市の環境（20分） 

4.宜野湾市の基地と跡地のまちづくり（15分） 
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（６）各種団体勉強会 

市内各種団体を対象に、跡地利用基本方針や関連調査事業の説明を行うとともに、

今後の跡地利用計画策定にあたっての市民参画や地権者等との協働による取り組みの

必要性を理解してもらうため、合同勉強会を実施しました。 
また、婦人会からの要望に応じて個別勉強会も実施しました。 
 

①各種団体合同勉強会実施概要 

【勉強会の内容】 

1.普天間飛行場跡地利用基本方針について 

2.普天間飛行場跡地利用に関わる調査事業の概要について 

①関係地権者等の意向醸成・活動推進調査 

②普天間飛行場跡地利用計画策定基礎調査 

③宜野湾市自然環境調査 

④埋蔵文化財調査 

3.各種団体若手合同勉強会の開催について 

4.質疑応答・意見交換 

【対象団体】 

宜野湾市商工会、（社）宜野湾市観光振興協会、（社）宜野湾青年会議所、宜野湾

普天間ライオンズクラブ、まちづくり★元気な市民会議、沖縄県農業協同組合宜野

湾支店、宜野湾市青年連合会、宜野湾市文化協会、宜野湾市婦人連合会、宜野湾市

社会福祉協議会、宜野湾市建築設計事務所会、宜野湾銀行協会、宜野湾ロータリー

クラブ、宜野湾市女性団体連絡協議会、宜野湾市老人クラブ連合会、宜野湾市内23

自治会 

【参加者等の状況】 

日時：平成18年 11月21日（火） 15:00～17:00 

場所：ＪＡおきなわ宜野湾支店会館3階ホール 

参加者数：13名 
 

②婦人連合会勉強会実施概要 

日時：平成18年 9月 6日（水） 19:00～20:00 

場所：宜野湾市民会館1階会議室 

参加者数：婦人連合会 23名 

内容：1.普天間飛行場跡地利用基本方針について 

２.質疑応答・意見交換 
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（７）普天間飛行場跡地利用に関わる市民合同勉強会（ねたてのまちベー

スミーティング） 

本勉強会は、今後地権者・市民等の協働により跡地利用計画等の検討を行っていく

上での第一歩として、市民側の検討組織を立ち上げることを目的に実施しました。 

参加者は、市内各種団体からまちづくりに関心を持つ職員等を選出してもらい、今

年度は以下のとおり3回開催し、会の名称も「ねたてのまちベースミーティング」と

決定しました。 

 

①実施概要 

日時 会場 参加者数 内容 

平成19年 

1 月 23日（火） 

宜野湾市民会

館2F展示室 
8 名 

・跡地利用に関するこれまでの取り組み概要

と、現時点の動きについて 

・本勉強会組織のあり方について 

2 月9日（金） 

宜野湾市役所 

本庁舎 2F 大

ホール 

10名 

・普天間飛行場跡地利用基本方針について 

・モノレール延伸についての勉強会報告（商

工会青年部宮國氏より） 

・会のネーミング及び開催時間について 

2 月 27日（火） 
宜野湾市民会

館2F展示室 
10 名 

・宜野湾市の自然環境について 

・会のネーミングについて 

 
②勉強会における意見等の概要 

勉強会では、跡地利用基本方針を踏まえた今後の取り組みへの意見等として以下の内

容があげられました。 

 

◆地権者の意向は大事であり、合わせて市民の意見も取り入れたものとするのは大変な

ことだと思うが、その分楽しいものにもできると思うので、若者たちの意見も反映さ

せたすばらしいまちづくりをしていけたらと思う。 

◆声をかけてもらわないとなかなかこのような会には参加できないので、良い機会を与

えてくださったと思っている。中学校で学習会を開催していると聞いたが、内容を噛

み砕いて小学生くらいからまちづくりについての学習を行ってみてはとも思う。将来

のイメージの絵を描いてもらうこと等をさせることで、夢もどんどん膨らんでいくと

思う。 

◆これから481ha という広大なところに思い思いの絵を描いていくこととなる。宮古

は何も資源はないが、ホラ吹き大会というものをやっており、その吹いたホラに向か

って、住民の努力でまちづくりを成功させている。人間気持ち次第で夢が開けるので、

481haのキャンパスをみんなで素敵なものとしていきたい。 

◆この会への参加の話をもらい、自分に何ができるかということを考えてみた。私たち

農協は軍用地料がとても大きなウエイトを占めているという状況なので、返還後に職

場がどのようになるのかということを突きつけられていると思い、周囲の人に話を投 
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げかけてみたところ、環境のことを考えたものにしてほしいなど様々な提案が出てき 

て、実は提案書をつくってきた。今後は職場や家庭でも跡地利用のことを考え、共有 

し、様々なアイディアを出していきたいと思う。 

◆跡地利用基本方針では、振興拠点や普天間公園など様々な内容が盛り込まれているが、

もう少し農業の面も絡められたら良かったのではないかと思う。 

◆第１回の勉強会は漠然と話を聞いていたが、今回は跡地利用に向けて基地内のこと、

基地外のこと、地権者・市民のこと等様々な問題があると感じた。今後議論をして中

身の提案をしていければと思う。また、周辺の基地返還との連携が必要であり、跡地

利用が似通ったものにならないようにすることも大切だと思う。 

◆現在は、那覇新都心と北谷町の間で素通りされるまちというのが現状なので、留まっ

てもらい素通りされないようなすばらしいまちづくりをしたいと思う。 

◆古宇利島では最近大きな橋が架かり便利になったが、住民の中には「こんなはずでは

なかった」と思っている人もいるようである。宜野湾では、「こんなはずではなかっ

た」と思うようなまちづくりではなく、子供たちが夢を持てるようなまちになってほ

しい。健康で幸せに暮らせるまちをつくっていきたい。 
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（８）地権者・市民合同勉強会 

本勉強会は、普天間飛行場跡地利用に対する地権者・市民相互の理解を深め、跡地利

用計画策定に向けた地権者・市民の協働による検討体制を構築していく上での第1 歩と

して、地権者側の組織である「普天間飛行場の跡地を考える若手の会」と市民側の組織

である「ねたてのまちベースミーティング」の交流の場を確保することを目的に実施し

ました。 

また、今後はそれぞれの会において、地権者・市民双方の立場で勉強会を重ね、年に1

～2回程度の意見交換の場を設置することについての確認がなされました。 

 

【勉強会の内容】 

1.若手の会の次年度からの検討テーマについて 

2.若手の会活動経過の報告 

3.ねたてのまちベースミーティングの概要説明 

4.懇親会 

 

【参加者等の状況】 

日時：平成19年 3月 13日（火） 19：30～20：30 

場所：宜野湾市民会館2階展示室 

参加者数： 

若手の会：11名 

ねたてのまちベースミーティング：5名 
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（９）その他、情報提供等の取り組み 

これまで紹介した取り組み以外にも、若手の会の活動状況や地権者懇談会、講演会等

の情報を地権者・市民に確実に提供するため、以下のような取り組みを実施しました。 

 

◆情報誌ふるさとの発行（地権者向け） 

◆普天間飛行場跡地利用ニュースの発行（市民向け） 

◆宜野湾市基地跡地対策課ホームページへの情報掲載 

◆宜野湾はごろも祭りにおける活動ＰＲ 

◆普天間飛行場跡地利用基本方針紹介映像等説明用画像データの作成 

◆ホームページデータの更新 

 

【情報誌ふるさと】        【普天間飛行場跡地利用ニュース】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宜野湾はごろも祭りにおける活動ＰＲ】 
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２－３ 今年度の活動成果 

普天間飛行場跡地利用は、基本方針から跡地利用計画段階へと移行し、その際の

合意形成活動においては「跡地利用に係る実質的な議論、意見集約の場としての地

権者組織の強化と、地権者個々の意向をきめ細かく把握できる体制づくり」、「地域

が一体となった、協働による跡地利用計画策定のための地権者・市民等のネットワ

ークづくり」を目標として取り組みをスタートしたところです。 

こうした中、今年度は、「地権者組織の強化や跡地利用に関わる各種情報提供等の継

続すべき取り組み」とともに、「地権者・市民等の協働による跡地利用計画策定に向

けた体制づくりの取り組み」を実施しました。 

以下では、それぞれの取り組みごとに今年度の主な成果を整理します。 

 

（１）地権者組織の強化に関わる取り組みの成果 

 

①地権者合意形成活動の中心的存在である若手の会については、県内・県外

視察研修を通じて、大規模公園の整備や大規模な地区におけるまちづくり

の進め方についての研究を行った。特に、普天間飛行場跡地利用において

どのように考え、展開していくかについてを中心として活動を実施した。

これまでの視察研修会では、市が詳細プログラムを組み、そこに若手の会

が参加する形で行われてきたが、今年度は、若手の会自らによる視察研修

企画や、参加者による自主的な研修レポートのとりまとめが行われるなど、

これまで以上に自発的な活動が行われるようになった。 

 

②さらに、これまでは視察研修等の成果を市が若手の会に代わって様々な場

で発表してきたが、今年度は、若手の会会長・副会長が本業務検討委員会

に参加し、若手の会における議論の成果を自ら発表する等、本格的な提言

組織としての発展に向けて踏み出した。 

 

③若手の会と地主会役員・跡地利用対策部会委員との連携のもと、会員の増

加が図られた（会員数 23名⇒33名、コアメンバー9名⇒14名）。また、

新メンバーとして大学生も加わった。 

 

④若手の会の活動を継続的に周知してきたことにより、自主的な参加希望者

が現れ、会員の増加につながった。 

 

⑤地主会においても、若手の会の検討成果を役員や跡地利用対策部会委員に

報告する場を設置するなど、取り組み状況の共有化と、若手の会・役員・

対策部会の連携強化に向けたきっかけがつくられた。 
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（２）各種情報提供等に関わる成果 

 

①７会場に分けて、きめ細かく地権者懇談会を開催し、映像による跡地利用

基本方針の周知と跡地利用関連調査事業の説明、意見交換を行い、幅広い

分野にわたる地権者意向を収集できた。また、今後、跡地利用に関わる分

野別計画等の検討を行っていく際の材料となり得る具体的な意見も多数

あげられた。 

・文化財に関する意見 

・（仮）普天間公園に関する意見 

・宜野湾市全体の振興に関する意見 

・事業主体に関する意見 

・返還や跡地利用の時期に関する意見 

・農業に関する意見 

・軌道系交通に関する意見 

・雨水排水に関する意見 

・幹線道路に関する意見 

・公共施設整備に関する意見 等 

 

②宜野湾市婦人連合会からの要望を受け、個別に婦人会の会合に出向いて跡

地利用に関わる情報提供を行い、活発な意見交換が行われた。また、この

婦人会での取り組みをモデルとして、今後市内各団体からの要望に応じて、

個別勉強会を行っていくこととした。 

 

③地主会との連携のもと、地権者の基礎情報（住所、氏名）を適宜更新した

ことにより、これまで以上に情報が確実に行き届くようになった。（宛先

不明で戻ってきてしまう情報誌ふるさと等の発行文書の数が減少した。） 

 

④外部から講師（佐賀県武雄市樋渡啓祐市長）を招聘し、特徴的なまちづく

りの事例紹介や、普天間飛行場跡地利用に対する提言をしていただいたこ

とにより、地権者等のまちづくりに対する意欲向上が図られた。 

 

⑤宜野湾はごろも祭りのメイン会場入口付近で、宜野湾市と若手の会が連携

して、普天間飛行場跡地利用基本方針や若手の会の活動状況等を周知した。

またこの取り組みがメディアにも取り上げられたことにより、多数の市民

に跡地利用に関わる取り組みの情報が行き届いた。 
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⑥昨年度実施した嘉数中学校、真志喜中学校に続き、今年度は宜野湾中学校、

普天間中学校においてまちづくり学習の取り組みを実施したことにより、

市内全中学校での実施が図られた。このことにより、まちづくりに関心を

持つ人材育成のための学習会を、学校が主体となって実施していく上での

基礎的な環境が整った。 

 

⑦跡地利用基本方針の紹介映像を作成したことにより、若手の会、跡地利用

対策部会、各種団体勉強会等の様々な場で、同一の情報を確実に提供でき

るようになった。また、この跡地利用基本方針紹介映像ＤＶＤを希望によ

り貸出することとなり、より広範な活用が図られた。 

 

 

（３）地権者・市民等の協働による体制づくりの成果 

 

①市内各種団体を対象に勉強会を開催し、跡地利用計画づくりにあたっての

市民参画や地権者との協働の取り組みの必要性を理解してもらい、その結

果、まちづくりに関心を持つ人材が抽出された。 

 

②上記人材を中心に、跡地利用及びまちづくりに関わる市民側の検討組織を

立ちあげた。今年度の３回の会合を通じて、今後会の中心となって活躍す

ることが期待される人材も現れた。 

 

③勉強会参加者が中心となって、会の名称を「ねたてのまちベースミーティ

ング」と決定し、今後のＰＲ活動や定期的に会合を行っていく上での基礎

的環境が整えられた。 

 

④また、「ねたてのまちベースミーティング」には、これまで独自にまちづ

くり活動を行ってきた商工会青年部のメンバーや、農業協同組合、社会福

祉協議会、建築士会等、多岐にわたる分野のメンバーが参画したことによ

り、今後、跡地利用に関わる様々な分野の検討を行っていく上での体制が

整った。 

 

⑤今後跡地利用に関わる議論を進めていく上で、地権者・市民が相互理解を

図りながら検討を進めて行くための場（地権者・市民合同勉強会）を設置

した。（具体的な意見交換等の取り組みは次年度以降からスタート。） 
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３. 今後の取り組み 

３―１ 今後の合意形成活動に関わる主体と役割 

これまでの継続的な活動の成果として、前述のとおり、地権者においては「若手

の会」が活発に活動し、市民側においても「ねたてのまちベースミーティング」が

発足する等、活動の中心となる組織が確立されてきています。既存の地主会組織や

これから跡地利用への関わりが出てくる人を含めると、跡地利用計画策定に向けて

は、複数の主体が連携を図りながら合意形成活動を進めていくことが不可欠となり、

そのための体制づくりが本業務における重要な役割となります。 

そこで、今後の合意形成活動の取り組みイメージを整理するにあたり、跡地利用計

画策定に向けて関わりが出てくる主体と、各々に求められる役割として考えられる事

項を次頁に整理します。 
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【今後跡地利用に向けて関わりを持つ主体と各々の役割】 

合意形成活動の主体 合意形成活動上の役割 

宜野湾市 

◇国・県と密接に連携を図りながら、引き続き直接的な窓

口として地権者や市民等への情報提供、意向把握を行

い、跡地利用計画づくりに反映させる。 

◇各主体による合意形成活動を円滑に進めるための調整

を行う。また、地権者や市民の参画意欲を向上させるよ

うな情報提供に努める。 

役員会 
◇跡地利用計画等に対し、地権者としての最終的な意思決

定を行う。 
地

主

会

組

織 

普天間飛行場 

跡地利用対策部会 

◇跡地利用計画（全体計画案）等をもとに、地主会として

の議論、意見集約を行う。 

◇各地域（13支部）の窓口となり、役員や若手の会と連

携しながら地権者意向の把握、調整を行う。 

普天間飛行場の跡地を 

考える若手の会 

◇跡地利用に関わる実質的な議論の場として、地権者の立

場で跡地利用の分野別計画等に関わる検討を行う。 

◇跡地利用を推進する人材の発掘や若い世代の意向把握

を行う。 

地 

権 

者 

一般地権者 

◇地権者懇談会等の場に積極的に参加し、地権者としての

意思表示をする。 

◇跡地利用対策部会や若手の会の活動を支援（協力）する。 

ねたてのまち 

ベースミーティング 

◇跡地利用を含めた宜野湾市全体のまちづくりに関わる

議論の場として、市民の立場で跡地利用の分野別計画等

に関わる検討を行う。 

周辺市街地整備 

における地権者 

◇既存市街地の環境改善、跡地利用の円滑化といった観点

から積極的にまちづくりを推進する。 

◇合意形成活動を円滑に進められるよう、事業段階におい

て跡地地権者と連携できる組織をつくる。（跡地利用、

既存市街地における個別地区双方のまちづくり推進に

資する体制を整える。） 

市民 

一般市民 

◇アンケートやフォーラム等を通じて、都市拠点形成や交

通体系、公園整備等、市民生活に関連する事項について

の検討過程に参画する。 

大学等専門機関 

◇大学のゼミや普天間飛行場跡地利用に関わりを持つ有

識者による研究成果を、若手の会やねたてのまちベース

ミーティングでの議論の場等に提供する。 

◇各主体からの要請に応じて専門の講師を派遣する。 

◇跡地利用計画策定主体である行政に対して、専門的立場

からの見解を示す。 

◇将来のまちづくりの中で活躍できる人材を育成する。 
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３―２ 合意形成活動の体系 

ここでは、今後の地域連携に基づく合意形成活動を進める上での各主体の関連性を整

理します。 
 

 

これまでは、宜野湾市、地主会、実質的な議論の場として発足した「若手の会」が連携し

ながら、跡地利用基本方針に関わる合意形成に向けた情報提供、意見交換、合意形成の仕組

みづくりを行うという形で、地権者中心に取り組みを展開してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は、地主会や若手の会と宜野湾市との連携維持はもちろんのこと、「若手の会」の主

体的な活動を促進し、実質的な議論の場としての機能強化を図るとともに、地域連携による

合意形成活動を進めていく上での第一歩として、市民側のまちづくり検討組織「ねたてのま

ちベースミーティング」を発足させました。また、今後地権者と市民による意見交換を行っ

ていけるような場を設置しました。 

 

 

 

 

これまで（～H17） 

地主会 

普天間飛行場の跡地

を考える若手の会 

現在（H18） 

ねたてのまちベースミーテ

ィング(まちづくりに関心を持つ
各種団体若手職員等により構成) 

議論の場づくり 

宜
野
湾
市 

宜
野
湾
市 

市民側のまち
づくり検討組
織の立ち上げ 

地主会 

普天間飛行場の跡地

を考える若手の会 

情報提供、意見交換 
 
情報提供、意見交換を

行った上で組織として

の意向を把握 

情報提供、意見交換 
 
情報提供、意見交換を

行った上で組織として

の意向を把握 

国
・
沖
縄
県 

連携 

国
・
沖
縄
県 

連携 
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今後は、大学等専門機関も含めた地域連携に基づく合意形成活動を、以下のような体系の

もと進めることが考えられます。 

 

 

⑤ 

今後（H19～） 

宜
野
湾
市 

地主会組織（役員会・
跡地利用対策部会） 

一般地権者 

普天間飛行場の跡地を考

える若手の会 

分科会 

ねたてのまちベース
ミーティング 

大学等専門機関 

周辺整備地区地権者 

分科会 分科会 

① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑧ ⑨ 

①情報誌等を通じた情報提供、懇談会における情報提供・意見交換 
②情報提供と、地主会からの意向把握 
③実質的な議論の場としての若手の会に対する積極的な活動支援と意向把握 
④地域における地権者間の意見交換 
⑤若手の会からの検討成果の報告及び双方の意向把握 
⑥跡地利用を含めた宜野湾市全体のまちづくりに関わる議論の場として、ねたてのまちベースミーティ

ングの活動促進と意向把握 

⑦ニュース等による情報提供とフォーラム等による情報提供・意見交換 
⑧分野別計画等に関わるテーマ研究の依頼と専門的立場からの見解の提示 
⑨大学等専門機関からの研究成果の提示及び講師派遣と意見交換 

分科会 

議論の場 

情報提供、意見交換 
 
情報提供、意見交換を行っ

た上で組織としての意向

を把握 

国
・
沖
縄
県 

一般市民 

連携 

⑦ 

＊この体制図は、現時点での考え方を示

したものであり、各組織等の成長・発

展の状況に応じて、望ましい関連のあ

り方を検討していく必要があります。 
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３―３ 合意形成活動の展開イメージ 

本業務における合意形成活動と並行して進められている普天間飛行場跡地利用計画

策定基礎調査（第 3 回検討委員会資料）においては、跡地利用計画の策定時期につい

て以下のような内容が示されています。 

 

【跡地利用計画の策定時期について】 

・返還後の速やかな事業着手を目標とするためには、返還までの間に、事業の準備（合

意形成、都市計画法等の手続き、実施体制づくり、実施計画の作成等）を完了させる

必要がある。 

・事業の準備には、各種の取り組みを前倒しし、かつ並行して進めるとしても、最低 3

～4 年を要すると想定されるため、跡地利用計画は返還の 3～4 年前までに策定する

必要がある。 

・また、返還前に跡地利用計画を策定するために、返還前の立ち入り調査を実施し、跡

地利用計画策定に必要な情報収集を行うことを前提としている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：普天間飛行場跡地利用計画策定基礎調査検討委員会(第 3回)資料 

 

 

 

今後、本業務における合意形成活動を進める上では、上記の跡地利用計画策定やその

後の事業化の流れを念頭に置きつつ、段階的な目標を立てて、合意形成のための体制・

仕組みづくりや各種取り組みを展開することが必要となります。 

そこで、段階的な合意形成活動の目標を次頁のとおり設定し、計画的に各種活動を実

施していくこととします。 
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【跡地利用計画策定に向けて…】 
（前頁の「計画策定に向けた取り組み」～「跡地利用計画」に該当） 

 

 

≪第 1ステップの合意形成活動目標≫ 

『跡地利用計画策定に向けた地域連携の体制づくり』 

◆主となる取り組み 

・「普天間飛行場の跡地を考える若手の会」の分科会への発展 

・「若手の会」の検討成果を受け止め、地主会として意向集約が図れる環境づくり（地

主会跡地利用対策部会の定例化等） 

・「ねたてのまちベースミーティング」においては、テーマ別勉強会や報告会の

蓄積による活動基盤の強化 

・大学等専門機関との連携体制の確立 

 

 

≪第 2ステップの合意形成活動目標≫ 

『跡地利用に関わる分野別計画や全体計画案を題材に、地権者・市民等の意向集約

の取り組みを実施し、計画づくりへ反映』 

◆主となる取り組み 

・「若手の会」、「ねたてのまちベースミーティング」の活動促進 

・周辺整備地区に関わるワークショップ等の立ち上げ 

・広く地権者・市民の意見を収集するためのアンケート等の実施 

 

 

≪第 3ステップの合意形成活動目標≫ 

『跡地利用に関わる計画内容の周知と最終の意向集約 合意形成』 

◆主となる取り組み 

・「若手の会」、「地主会」、「ねたてのまちベースミーティング」における地権者・

市民それぞれの意向集約 

・ワークショップ等を通じた周辺整備計画に関わる意向集約 
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【事業実施に向けて…】 （前頁の「事業の準備」に該当） 
 

≪第 4 ステップの合意形成活動目標≫ 

『事業推進の体制づくり』 

◆主となる取り組み 

・跡地内地区別まちづくり推進協議会等の組織化 

・周辺整備地区まちづくり推進協議会等の組織化 

 

 

≪第 5 ステップの合意形成活動目標≫ 

『事業内容や共同利用の形態、施設誘致等についての合意形成』 

◆主となる取り組み 

・跡地、周辺市街地双方の協議会における各種検討と、事業化に向けた合意形成の

取り組み 

 

 

 

このような目標と目標に応じた取り組み、及び各主体の関連性を時系列的に表したも

のが次頁の内容です。 
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付属. 合意形成に関わる活動年表 

実施時期 主な取り組み事項 取り組みの様子 

【平成 13 年度】 

11月 

11月27日 

12月4日～10日 

12月20日 

12月25日 

1月 17日 

1月 30日 

2月 7日 

2月13日～15日 

 

2月 19日 

2月 21日 

2月 26日 

2月 

3月 12日 

 

【平成 14 年度】 

5月13日～24日 

7月 12日 

8月 

8月７日 

8月10日～11日 

 

9月 

9月17日～24日 

9月 27日 

10月21日 

～11月1日 

10月22日 

 

11月 

11月 

 

情報誌ふるさと1号発行 

第 1回全体計画策定検討会議 

地権者ヒアリング（懇談会） 

第 1回全体計画策定委員会 

第 2回全体計画策定検討会議 

第 3回全体計画策定検討会議 

第 2回全体計画策定委員会 

第 1回各種団体等意見交換会 

策定委員会視察研修会（港北ニュー

タウン、新本牧地区） 

第 2回各種団体等意見交換会 

第 3回全体計画策定委員会 

第 4回全体計画策定検討会議 

情報誌ふるさと2号発行 

第 4回全体計画策定委員会 

 

 

第１回地権者懇談会 

各種団体懇談会（文化協会） 

情報提供窓口・ホームページの開設 

各種団体懇談会（婦人連合会） 

はごろも祭りにおける普天間ブー

スの設置 
情報誌ふるさと3号発行 

第２回地権者懇談会 

第１回合意形成推進委員会 

平和資料展における普天間ブース

の設置 

総合学習の展開に向けた教育委員

会との調整 

情報誌ふるさと4号発行 

総合学習の展開に向けた教育委員

会との調整（校長会議での説明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2回全体計画策定検討会議 

策定委員会視察研修会 

第 1回地権者懇談会 

平和資料展における普天間ブース 
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実施時期 主な取り組み事項 取り組みの様子 

11月26日～29日 

12月 

12月19日 

12月25日 

1月 17日 

 

1月 

2月 6日 

 

2月 7日～8日 

2月 21日 

3月 5日 

3月 10日 

3月 

 

 

 

【平成 15 年度】 

6月 4日 

6月 9日 

6月 16日 

～8月25日 

6月 30日 

 

7月 1日～25日 

7月 17日 

8月 2日～3日 

 

9月 17日 

10月 6日 

10月 

10月16日 

10月15日～19日 

10月 

11月11日 

12月 9日 

1月 13日 

第 3回地権者懇談会 

広報誌による取り組みのＰＲ 

第１回若手地権者懇談会 

第２回合意形成推進委員会 

総合学習の展開に向けた教育委員

会との調整 

情報誌ふるさと5号発行 

総合学習の展開に向けた教育委員

会との調整（校長会議での説明） 
第４回地権者懇談会 

第２回若手地権者懇談会 

各種団体懇談会（全33団体対象） 

第３回合意形成推進委員会 

学校教員（総合学習担当）を対象と

したアンケート調査 

 

 

 

第１回合意形成推進委員会 

情報誌ふるさと6号発行 

地権者意向調査実施 

 

個別訪問回収にあたっての事前説

明会 

個別訪問回収 

第１回若手地権者懇談会 

はごろも祭りにおける普天間ブー

スの設置 

第２回合意形成推進委員会 

第２回若手地権者懇談会 

情報誌ふるさと7号発行 

第１回各種団体懇談会 

第１回地権者懇談会 

広報ちらし発行 

第３回若手地権者懇談会 

第４回若手地権者懇談会 

第５回若手地権者懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3回地権者懇談会 

各種団体懇談会 

はごろも祭りにおける普天間ブース 

第 2回若手地権者懇談会 
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実施時期 主な取り組み事項 取り組みの様子 

2月 

2月 10日 

2月17日～20日 

2月 20日 

3月 9日 

3月 15日 

 

 

【平成 16 年度】 

4月13日 

 

5月 11日 

 

6月 8日 

 

6月 14日 

 

6月 

7月 7日 

7月 

7月 22日 

 

8月 10日 

 

8月14日～15日 

 

9月 11日 

 

10月 

10月12日 

 

10月18日～28日 

11月 4日 

11月 9日 

 

11月 30日 

  

情報誌ふるさと8号発行 

第６回若手地権者懇談会 

第２回地権者懇談会 

第２回各種団体懇談会 

第７回若手地権者懇談会 

第３回合意形成推進委員会 

 

 

 

第１回普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会 

第２回普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会 

第３回普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会 
普天間中学校におけるまちづくり

学習の実施 

情報誌ふるさと9号発行 

第１回合意形成推進委員会 

広報チラシ発行 

第４回普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会（基地内文化財巡り） 
第５回普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会 
はごろも祭りにおける取り組みの

ＰＲ 

第 6 回普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会(那覇新都心地区研修会) 

情報誌ふるさと10号発行 

第７回普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会 

地権者支部別懇談会 

第１回各種団体懇談会 

第 8 回普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会 

第 9 回普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2回地権者懇談会 

普天間中学校におけるまちづくり学習 

第 4回若手の会（基地内文化財巡り） 

第 6回若手の会（那覇新都心地区研修会） 
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実施時期 主な取り組み事項 取り組みの様子 

12月 5日 

 

12月 9日 

 

12月 21日 

1月 11日 

 

1月 

2月 8日 

 

2月 

 

2月24日～26日 

 

3月 1日 

3月 8日 

 

3月 10日 

３月 

 

 

 

【平成 17 年度】 

4月12日 

5月 10日 

5月 30日 

6月 14日 

7月 11日 

7月 12日 

7月 14日 

 

7月21日、22日、

25日～29日 

8月 5日 

 

8月 9日 

9月 16日 

普天間中学校文化祭（学習成果の発

表） 
若手の会と地主会役員等との意見

交換会 

第２回合意形成推進委員会 

第10回普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会 

広報チラシ発行 

第11回普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会 

情報誌ふるさと11号発行 

広報チラシ発行 

若手の会視察研修会（港北ニュータ

ウン、八潮南部地区等） 

第２回各種団体懇談会 

第12回普天間飛行場の跡地を考え

る若手の会 

第３回合意形成推進委員会 

情報誌ふるさと12号発行 

広報チラシ発行 

 

 

 

第 1回若手の会 

第 2回若手の会 

第 1回合意形成推進委員会 

第 3回若手の会 

地主会役員・対策部会合同勉強会 

第 4回若手の会 

情報誌ふるさと13号、ハガキアン

ケート、地権者懇談会資料等発送 

第 1回地権者懇談会 

 
普天間飛行場の跡地利用に関する

レポート配布（市民） 
第5回若手の会 

第 6回若手の会 

 

 

若手の会・地主会役員意見交換会 

第 2回合意形成推進委員会 

若手の会視察研修会 

第 1回地権者懇談会 
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実施時期 主な取り組み事項 取り組みの様子 

10月 6日 

10月11日 

11月 8日 

11月25日 

 

11月 29日 

 

11月 29日 

 

12 月 5 日～７日

11日、12日 

12月15日 

12月26日 

1月 10日 

1月 11日 

 

2月 3日 

2月 18日 

 

2月 23日 

3月 4日 

 

3月 14日 

3月 16日 

3月 28日 

 

【平成 18 年度】 

4月11日 

5月 9日 

6月 11日 

7月 11日 

7月 

8月 1日 

8月12日～13日 

9月 4日 

 

9月 6日 

普天間飛行場跡地利用対策部会 

第 7回若手の会 

第 8回若手の会 

情報誌ふるさと15号（地権者懇談

会資料）、ハガキアンケート発送 

まちづくり学習の取り組み（嘉数中

学校） 

地主会役員・対策部会・若手の会合

同会 

第 2回地権者懇談会 

 

第 9回若手の会 

第 2回合意形成推進委員会 

第 10回若手の会 

まちづくり学習の取り組み（真志喜

中学校） 

婦人会勉強会 

第 11回若手の会（基地周辺ウォー

キング） 

情報誌ふるさと16号発行 

地権者を対象とした講演会（沖縄国

際大学講師 上江洲純子氏） 

第 12回若手の会 

第 3回合意形成推進委員会 

第 13回若手の会 

 

 

第 1回若手の会 

第 2回若手の会 

第 3回若手の会 

第 4回若手の会 

跡地利用基本方針紹介映像作成 

第 5回若手の会 

宜野湾はごろも祭りでのPR 

第 1回関係地権者等の意向醸成・活

動推進調査検討委員会 

婦人会勉強会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

婦人会勉強会 

若手の会基地周辺ウォーキング 

地権者を対象とした講演会（沖縄国際大学
講師 上江洲純子氏） 

第 1回関係地権者等の意向醸成・活動推進

調査検討委員会 
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実施時期 主な取り組み事項 取り組みの様子 

9月12日 

9月 20日 

9月 23日 

10月2日 

 

10月 

 

10月 10日 

10月20日 

10月30日～11月

1日、4日、6日～8

日 

11月14日 

11月21日 

11月23日～25日 

 

12月 12日 

12月27日 

 

1月 16日 

 

1月 16日 

1月 18日 

1月 23日 

 

1月 24日 

 

1月 27日 

 

2月 9日 

2月 13日 

2月 15日 

 

2月 27日 

3月 9日 

 

3月 13日 

第 6回若手の会 

情報誌ふるさと17号発行 

国営沖縄記念公園視察会（若手の会） 

普天間飛行場跡地利用対策部会（地

主会） 

普天間飛行場跡地利用ニュース発

行 

第7回若手の会 

情報誌ふるさと18号発行 

地権者懇談会 

 

 

第8回若手の会 

各種団体代表者合同勉強会 

県外視察研修会（国営昭和記念公

園、多摩ニュータウン）（若手の会） 

第 9回若手の会 

第 2回関係地権者等の意向醸成・活

動推進調査検討委員会 

まちづくり学習の取り組み（宜野湾

中学校） 

第 10回若手の会 

情報誌ふるさと19号発行 

第１回普天間飛行場跡地利用に関

する市民合同勉強会 

地主会役員・若手の会意見交換会

（地主会） 

地権者等を対象とした講演会（佐賀

県武雄市長 樋渡啓祐氏） 

第 2回市民合同勉強会 

第 11回若手の会 

まちづくり学習の取り組み（普天間

中学校） 

第 3回市民合同勉強会 

第 3回関係地権者等の意向醸成・活

動推進調査検討委員会 

第12回若手の会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国営沖縄記念公園視察会（若手の会） 

地権者懇談会 

地権者等を対象とした講演会（佐賀県武雄

市長 樋渡啓祐氏） 

第２回市民合同勉強会 
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実施時期 主な取り組み事項 取り組みの様子 

3月13日 

 

3月 15日 

3月 

若手の会・ねたてのまちベースミー

ティング交流会 
情報誌ふるさと20号発行 

普天間飛行場跡地利用ニュース発

行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

若手の会・ねたてのまちベースミーティング

交流会 


